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熱中症対策に関する現場管理費補正試行要領 新旧対照表 

頁 新（令和元年６月２５日） 旧（令和元年６月１４日） 備考 

 

３ 対象工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象⼯事等 
 (1)          建築関係⼯事積算基準を適⽤する⼯事を除く⼯事のうち、主たる⼯種 

が屋外作業である令和元年５⽉１⽇以降起⼯の⼯事を対象とする。 
 (2) 対象地域 
   全ての地域を対象とする。 

 

 

 

 

 

３ 対象⼯事等 
 (1) 港湾局所管事業及び建築関係⼯事積算基準を適⽤する⼯事を除く⼯事のうち、主たる⼯種 

が屋外作業である令和元年５⽉１⽇以降起⼯の⼯事を対象とする。 
 (2) 対象地域 
   全ての地域を対象とする。 

 

 

 

 

 

語句の削除 

 

 

 

 

 

 


